
第５章　環境を守り育てる人づくり・ネットワークづくり

項目名
基準年
（年度）

H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30
目標/目標年

（年度）
備考

第１節　環境学習の推進

県が主催・共催す
る環境学習への参
加者数

16,841人
（H17）

25,544人 25,257人 22,775人 21,440人 18,857人
17,000人
以上

（毎年度）

県が主催・共催す
る環境学習に関す
る行事の参加者数

16,841人
（H17）

31,279人 33,360人 28,243人 24,590人 29,855人
27,000人
以上

（毎年度）

第２節　環境に配慮した自主的行動と協働の推進

69

環境保全活動に
「参加したことがあ
る」と回答した県民
の割合（アンケート
調査による）

36.0%
（H18）

21.1% 14.6% 19.6% 17.8% 16.7% 24.4% 23.5% 25.3% 26.3% 22.1%
70%以上
（H30）

70
ISO14001またはエ
コアクション21の認
証取得事業件数

487
（H18）

588 669 683 684 704 665 649 632 620 612
1,000
（H30）

第３節　「ちば環境再生基金」の充実と活用

71 募金総額（累計）

11億8百万
円

（H18末
までの累計）

11億5千9
百万円

11億7千1
百万円

11億8千万
円

11億8千7
百万円

11億9千3
百万円

11億9千
9百万円

12億5百万
円

12億1千3
百万円

12億1千9
百万円

12億2千5
百万円

30億円
（H30末までの累

計）

72
助成事業費（累
計）

8千万円
（H18末

までの累計）

1億1千万
円

1億3千万
円

1億7千4百
万円

1億8千9百
万円

2億円
2億9千
1百万円

2億9千8百
万円

3億1千万
円

3億2千万
円

3億3千万
円

30億円
（H30末までの累

計）

第４節　県域を越えた連携と国際協力の促進

73

県と県外の自治体
等が連携した環境
の保全・再生の取
組

近隣都県と
連携した
ディーゼル
自動車の運
行規制や地
球温暖化防
止の共同
キャンペー
ン等を実施

（H18）

八都県市で
連携し、深
夜化するラ
イフスタイル
の見直しな
どの地球温
暖化対策、
首都圏に流
入する自動
車の排出ガ
ス対策の検
討等を実施

九都県市で
連携し、再
生可能エネ
ルギーの導
入促進、運
行規制の合
同検査など
の自動車対
策や電気自
動車など次
世代自動車
の普及方策
の検討等を
実施

九都県市で
連携し、再
生可能エネ
ルギーの導
入促進、運
行規制の合
同検査など
の自動車対
策を実施

九都県市で
連携し、再
生可能エネ
ルギーの導
入促進、運
行規制の合
同検査など
の自動車対
策を実施

ディーゼル
自動車運行
規制の合同
検査や、九
都県市によ
る地球温暖
化防止の共
同キャン
ペーン等を
実施

ディーゼル
自動車運行
規制の合同
検査や、九
都県市によ
る地球温暖
化防止の共
同キャン
ペーン等を
実施

ディーゼル
自動車運行
規制の合同
検査や、九
都県市によ
る地球温暖
化防止の共
同キャン
ペーン等を
実施

ディーゼル
自動車運行
規制の合同
検査や、九
都県市によ
る地球温暖
化防止の共
同キャン
ペーン等を
実施

ディーゼル
自動車運行
規制の合同
検査や、九
都県市によ
る地球温暖
化防止の共
同キャン
ペーン等を
実施

ディーゼル
自動車運行
規制の合同
検査や、九
都県市によ
る地球温暖
化防止の共
同キャン
ペーン等を
実施

連携した取組
を拡大します
（毎年度）

74
県が受け入れた環
境分野での海外か
らの研修生数

8.6回89人
（H14～H18
の間の年平

均値）

8回53人 5回51人 4回40人 5回31人 6回47人 5回53人 3回25人 1回10人 2回26人 1回14人
増加させます
（毎年度）

68

環境用語解説
（本文中の＊印のある用語等について解説）
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す単位で、濃度や含有率を示す容量比、重量比の

こと。

1ppmとは、大気汚染物質の濃度表示では大気１

㎥の中にその物質が１㎤含まれていること。

ppmC　P115

ＶＯＣの濃度を表す単位の一つ。単一成分の

場合、容積濃度を表す ppm にその物質の炭素数

を乗じたものが「ppmC」となる。

例えば、トルエン（Ｃ７Ｈ８）の場合、炭素数

は 7 なのでトルエン濃度が１ppm の場合 7ppmC

になる。

混合ガスの場合は、それぞれの成分ごとに炭

素数を乗じて ppmC に換算したものを足し合わせ

る。

ＳＤＳ制度　P189

事業者が化管法で定める化学物質を含む製品

を他の事業者に出荷する際、その化学物質に関

する情報を化学物質等安全データシート（ＳＤ

Ｓ）で提供する制度。国内では平成 23 年度まで

は一般的に「ＭＳＤＳ（Material Safety Data 

Sheet：化学物質等安全データシート）」と呼ばれ

ていたが、国際整合の観点から、ＧＨＳで定義さ

れている「ＳＤＳ」に統一した。

ＳＰＭ（浮遊粒子状物質）　P111

浮遊粒子状物質の項を参照。

ＶＯＣ（揮発性有機化合物）　P118

揮発性有機化合物の項を参照。

【アルファベット順】

ＢＯＤ（生物化学的酸素要求量）　P155

Biochemical Oxygen Demand の略称。生物化学

的酸素要求量の項を参照。

ＣＯＤ（化学的酸素要求量）　P52、155

Chemical Oxygen Demand の略称。化学的酸素

要求量の項を参照。

ＣＳＲ（企業の社会的責任）　P211

企業の社会的責任の項を参照。

ＩＰＣＣ（気候変動に関する政府間パネル）　P17

気候変動に関する政府間パネルの項を参照。

ＩＳＯ１４００１　P211

1996( 平成 8) 年 9 月に国際標準化機構（ＩＳ

Ｏ）によって制定された環境マネジメントに関す

る国際規格。この規格は、組織が環境への負荷を

継続的に改善していくためのシステムについて、

必要な事項を定めている。

Ｋ値規制方式　P121

施設ごとに煙突の高さに応じた硫黄酸化物許

容排出量を求める際に使用する大気汚染防止法

で定められた定数である。Ｋ値は地域ごとに定

められており、施設が集合して設置されている

地域ほど規制が厳しく、その値も小さい。

Ｌ den（時間帯補正等価騒音レベル）　P141

時間帯補正等価騒音レベルの項を参照。

㎥N/h（ノルマル立方メートル毎時）　P122

気体は圧力、温度によって体積が変化するた

め、温度が 0℃、圧力が 1 気圧の状態に換算して

時間当たりの気体の排出量などを表す単位。

ＮＯｘ（窒素酸化物）　P111

窒素酸化物の項を参照。

ＰＣＢ（ポリ塩化ビフェニル）　P96

ポリ塩化ビフェニルの項を参照。

ＰＭ２．５（微小粒子状物質）　P111

微小粒子状物質の項を参照。

ppm　P113

parts per milion の略称。100 万分の１を表
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夫で変化しにくいという特性がある。

この特性から、高度成長期（昭和 45 年～平成

2 年）には、建築工事の吹付け作業やスレート材

などの建築材料、工業用品などに広く使われて

きた。

しかし、アスベスト（石綿）は、目に見えない

くらい細い繊維のため、気づかないうちに吸い

込んでしまう可能性があり、肺の中に入ると組

織に刺さり、15 ～ 40 年の潜伏期間を経て、肺が

んや中皮腫などの病気を引き起こすおそれがあ

る。

アダプトプログラム　P61

アダプトとは英語で「養子にする」の意味で、

道路・公園等の一定区域の公共の場所を養子に

見立て、市民活動団体等が里親となって、環境美

化を行い、行政がこれを支援する制度。

圧　　　密　P175

まだ固まっていない堆積物が、上部の堆積物

の荷重によって圧縮される現象を言い、堆積年

代の新しい沖積層や盛り土部分で生じる圧密は、

地盤沈下の一因となっている。

育　成　林　P27

植林等の人為的な方法により造成された森林

や自然に成立はしたが間伐等の人手を加えた森

林など、人為を加えて造成された森林のこと。

一酸化炭素（ＣＯ）　P111

炭素を含む燃料が不完全燃焼する際に発生し、

主な発生源は自動車である。

一酸化炭素が体内に吸入されると、血液中のヘ

モグロビンと結合して酸素の補給を妨げ貧血を起

こしたり、中枢神経をまひさせたりする。

上乗せ基準　P121、162

大気汚染防止法第 4 条第 1 項又は水質汚濁防

止法第 3 条第 3 項に基づき、都道府県が国の定

める一律の排出（水）基準にかえて適用するもの

で、法律で定める排出（水）基準より厳しい基準

をいう。

液状化－流動化現象　P179

地下水を含み砂でできている地層は大きな地震

【五十音順】

［あ行］

愛鳥週間　P67

昭和 25 年から毎年 5 月 10 日～ 16 日の一週間

を愛鳥週間（バードウイーク）とし、野鳥保護の

精神を普及するため、全国各地で探鳥会など様々

な行事を開催している。また、この週間の中央行

事として、「全国野鳥保護のつどい」を各都道府

県持ち回りにより開催している。

ア　オ　コ　P158

富栄養化の進んだ湖沼などで、植物プランク

トン（主として藍藻類）の異常増殖により、水面

が緑色あるいは青色に変色する現象をいう。春

から夏にかけて発生することが多く、大量に発

生すると腐敗して悪臭を発したり、魚介類のへ

い死をもたらすこともある。

青　　　潮　P159

海岸から沖合にかけて酸素をほとんど含まない

青白い水面が広がる現象で東京湾では春から秋

にかけて発生することが多い。

赤潮によって大量に発生したプランクトンの死

骸が海底に沈み分解する時に、酸素を消費して海

底に酸欠状態の水塊ができ、陸から沖に向かって

吹く風などの気象条件によって、酸素の少ない底

層水が沿岸部の表層に湧き上がる時に発生する。

底層水に溶け込んでいる硫黄分が水面近くで酸

素に触れて粒子状となり青白く見えると言われて

いる。青潮の発生により、沿岸部に生息するアサ

リなどの貝類やカレイなどの底生魚類が大量に酸

欠死することがある。

赤　　　潮　P159

海域の富栄養化により、海中の微小な生物（主

に植物プランクトン）が異常増殖し海面が変色す

る現象をいう。東京湾では茶褐色に変色するこ

とが多いが、プランクトンの種類により赤色や

黄褐色や緑色などにも変色することがある。主

として夏に発生する。

アスベスト（石綿）　P111

天然に産する繊維状ケイ酸塩鉱物で、耐熱性、

耐摩耗性に優れ、酸、アルカリなどにも強く、丈
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時に地下水の水圧が高まり液体状になる(液状化)

ことがある。その揺れがさらに強く長く続くと水圧

はさらに高まり液状化した地層の一部が流動し(流

動化)、地下水とともに地表へ噴出する。このよう

な一連の現象を液状化―流動化と呼び、埋立層や

盛土層など人工の地層で起こりやすい。

エコアクション21　P211

環境マネジメントシステム、環境パフォーマン

ス評価及び環境報告を一つに統合したものであ

り、エコアクション 21に取り組むことにより、中

小事業者でも自主的積極的な環境配慮に対する取

組が展開でき、かつその取組結果を「環境活動レ

ポート」としてとりまとめて公表できるように工

夫されている。千葉県では、一般財団法人千葉県

環境財団が地域事務局となっている。

エコセメント　P93

普通セメントの原料に焼却灰やばいじんを混

ぜ、1300℃以上で焼成してつくられる。高温のた

め焼却灰中に含まれるダイオキシン類は分解さ

れる。普通セメントと同じ用途に使用できる普

通型エコセメントと廃棄物に含まれる塩素分を

取り込み、早く固まる速硬型エコセメントの 2

種類がある。

エコタウン事業　P75

国と連携し、最新の廃棄物処理・リサイクル

技術の開発・導入と、これらの新技術を有する

環境産業の集積・育成を進め、地域振興を図る

事業。

エコフィード　P105

エコロジー（環境）とエコノミー（節約）、フィー

ド（飼料）を組み合わせた造語で、パンくずや売

れ残りの弁当、野菜の皮などの食品残さを原料

として製造された家畜用のリサイクル飼料。

オゾン層　P30

地球を取り巻く大気中のオゾンの大部分は地

上から約 10 ～ 50km 上空の成層圏に存在し、オ

ゾン層と呼ばれる。太陽光に含まれる有害紫外

線の大部分を吸収し、地球上の生物を保護する

役割を果たしている。

汚濁負荷量　P161

水域に排出される汚濁物質の量を言い、主と

してＢＯＤ、ＣＯＤ、窒素、りん、ＳＳの 1 日当

たりの t 数で表される。これは、家庭や工場など

汚濁源から排出される排水量とその汚濁物質の

濃度の積によって計算される。水域の状況など

によっては濃度規制だけでは不十分な水域につ

いては、汚濁負荷量を削減するための総量規制

が導入されている。

温室効果ガス　P19

地球を取り巻く大気が太陽から受ける熱を保

持し、一定の温度を保つ仕組みのことを温室効

果という。温室効果ガスは、大気中に拡散された

温室効果をもたらすガスのことである。地球温暖

化対策推進法では、二酸化炭素、メタン、一酸化

二窒素、ハイドロフルオロカーボン（ＨＦＣｓ）、

パーフルオロカーボン (ＰＦＣｓ )、六ふっ化硫

黄、三ふっ化窒素と定められている。

［か行］

海域公園地区　P40

国立公園又は国定公園の区域内の海域のうち、

景観や生物多様性を保全するために指定された

地区。

平成 21年の自然公園法改正により、従来の「海

中公園地区」としての優れた海中景観だけでなく、

干潟や岩礁も含まれるなど指定対象が広がった。

外　来　種　P35、64

人為により自然分布域の外から持ち込まれた

生物種をいう。

化学的酸素要求量（ＣＯＤ）　P52、155

Chemical Oxygen Demand の略。ＢＯＤととも

に有機物などによる水質汚濁の程度を示すもの

で、酸化剤を加えて水中の有機物と反応（酸化）

させた時に消費する酸化剤の量に対応する酸素

量を濃度で表した値を言う。数値が大きくなる

程汚濁が著しくなる。

家電リサイクル法　P30

「特定家庭用機器再商品化法」の略称。エアコ

ン、テレビ、洗濯機及び衣類乾燥機、冷蔵庫及び

冷凍庫について、小売業者に消費者からの引取

り及び引き取った廃家電の製造者等への引渡し
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を義務付けるとともに、製造業者等に対し引き

取った廃家電について一定水準以上のリサイク

ルの実施を義務付ける。

カーボンニュートラル　P104

バイオマスを燃焼しても二酸化炭素（ＣＯ２）

は発生するが、それは植物が成長過程で光合成

により吸収したＣＯ２を排出しているものであ

り、ライフサイクル全体で見ると大気中のＣＯ２

を増加させず、収支はゼロであるという考え方。

「京都議定書」では、バイオマスの燃焼によって

排出されたＣＯ２を温室効果ガス排出量として計

上しないこととしている。

環境影響評価　P37、228

環境に著しい影響を及ぼすおそれのある開発

事業等の実施前に、事業者自らが事業の実施に

よる環境への影響を調査、予測、評価してその結

果を公表し、地域住民等からの意見を事業計画

に取り入れることにより、公害の防止や自然環

境の保全を図る制度。

環境基準　P48、111、155

人の健康を保護し、生活環境を保全する上で

維持されることが望ましい基準を言う。

現在、大気汚染、水質汚濁、騒音、航空機騒音、

新幹線鉄道騒音及び土壌汚染に係る環境基準が

定められている。

環境対話集会　P194

事業所における化学物質の管理状況・排出状

況等や防災活動について、地域住民からの信頼

と相互理解を深めるために地域住民等を対象と

して開催する説明会・意見交換会をいい、「リス

クコミュニケーション」の一つの形式。

環境リスク　P189

人の活動によって加えられる環境への負荷が、

環境中の経路を通じ、人の健康や生態系に悪影

響を生じさせるおそれ（可能性）を言う。

企業の社会的責任（ＣＳＲ）　P211

企業は社会的な存在として、自社の利益や経

済合理性を追求するだけではなく、ステークホ

ルダー（利害関係者）全体の利益を考えて行動

するべきであり、行動法令遵守、環境保全、人権

擁護、消費者保護、地域貢献などの分野について

も責任を有するとする考え方。

気候変動に関する政府間パネル（ＩＰＣＣ）　P17

人為起源による気候変化、影響、適応及び緩和

方策に関し、科学的、技術的、社会経済学的な見

地から包括的な評価を行うことを目的として、

1988( 昭和 63) 年に世界気象機関（ＷＭＯ）と国

連環境計画（ＵＮＥＰ）により設立された組織。

揮発性有機化合物（ＶＯＣ）　P118

大気中に排出され、又は飛散したときに気体

である有機化合物。代表的な物質としては、トル

エン、キシレン、酢酸エチルなどがある。主なも

ので約 200 種類あり、浮遊粒子状物質や光化学

オキシダントの原因物質のひとつである。

急上昇方式　P146

騒音の軽減を図るため採用されている航空機

の運航方式で、その概要は次のとおりである。

区　分 運航方式の概要

急上昇方式
離陸後、高度1000m前後まで急上昇さ

せることにより、騒音軽減を図る方式

九都県市　P78

九都県市首脳会議。埼玉県、千葉県、東京都及

び神奈川県の知事並びに横浜市、川崎市、千葉

市、さいたま市及び相模原市の市長で構成する

組織で、下部組織である環境問題対策委員会、廃

棄物問題検討委員会において、首都圏の自治体

が共同・協調して、広域的な対応が求められる

環境問題や廃棄物処理に関する方策等について

検討し、必要な取組を実施している。

光化学オキシダント　P111

大気中の窒素酸化物や揮発性有機化合物が

太陽の紫外線を受けて光化学反応を起こし

て発生する二次汚染物質で、オゾン、ＰＡＮ

（Peroxyacetyl-nitrate）等の強酸化性物質の総

称である。

このオキシダントが原因で起こる光化学ス

モッグは、日ざしの強い夏季に多く発生し、目を

チカチカさせたり、胸苦しくさせたりすること

がある。
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ながりのある地域。

里　　沼　P47

里山と同様に、人のくらしと強いつながりの

ある湖沼、池沼を「里沼」と呼ぶ。池沼、ため池は、

里山の要素であるが、印旛沼と手賀沼は生物多

様性からも、人の生活からも特筆すべき存在で

あることから、特に里沼として取り上げている。

里　　山　P27、35、64

人が日常生活を営んでいる地域に隣接し、又

は近接する土地のうち、人による維持若しくは

管理がなされており、若しくはかつてなされて

いた一団の樹林地又はこれと草地、湿地、水辺地

その他これらに類する状況にある土地とが一体

となっている土地を言う。

里山里海　P47

里山里海とは、「里と山」また「里と海」、さら

には「里と山及び海」などの「里」すなわち人々

の住まう場（集落）とその周辺の田畑や森林、草

地、川沼、海岸・海域等の様々な環境モザイクが

一体となった空間であり、地域に根ざした人々の

生活・産業及び歴史や伝統の文化を包含する人・

自然・文化が調和・共存する複合領域。

立地条件により、4 タイプの里山（山間里山、

台地里山、谷津里山、平野里山）、里沼、里川、さ

らに 3 タイプの里海（干潟里海、砂浜里海、磯里

海）の計 9タイプの里山里海が認識される。

三点比較式臭袋法　P150

悪臭を人の鼻（嗅覚）で測定するいわゆる官能

法の一種で、悪臭を含む空気が入っている袋 1

つと ､ 無臭の空気が入っている袋 2 つの計 3 つ

の袋の中から、試験者に悪臭の入っている袋を

当ててもらう方法である。6 人以上の試験者に

よって行い、悪臭を次第にうすめながら、不明又

は不正解になるまでこれをくり返す。その結果

を統計的に処理して何倍にうすめれば区別がつ

かなくなるかとの値を出し、その値を臭気濃度

とする。

時間帯補正等価騒音レベル（Ｌ den）　P141

Day-evening-night level の略。

騒音を時間帯（昼・夕方・夜）ごとに補正して、

降下ばいじん　P111

大気中の汚染物質のうち自己の重量により、

又は雨滴に含まれて地上に落下するばいじん、

粉じん等を言う。

公共用水域　P48、155

河川 ､ 湖沼、港湾、沿岸海域など広く一般の利

用が可能な水域及びこれらに接続する排水路、

用水路等を言う。

交通流の円滑化　P111

道路交通公害に関する対策のひとつ。

交通の流れの集中を抑制し、交通渋滞を解消

し、自動車の走行を円滑にすることにより、騒音

や排気ガスによる大気汚染を軽減しようとする

対策。

こどもエコクラブ　P208

子どもたちが地域の中で、主体的に環境学習

及び環境の保全に関する活動を行う団体で、環

境省が 7 年度から「こどもエコクラブ事業」とし

て支援している。2 人以上の仲間（幼児から高校

生）と活動を支える1人以上の大人（サポーター）

から構成される。クラブでは、「エコロジカルあ

くしょん」及び「エコロジカルとれーにんぐ」と

よばれる環境に関する活動を行う。

［さ行］

最終処分場　P72

一般廃棄物及び産業廃棄物を埋立処分するの

に必要な場所及び施設・設備の総体をいう。産

業廃棄物最終処分場には、がれき類等を埋め立

てる安定型、汚泥等を埋め立てる管理型、有害物

質を埋立基準以上含む廃棄物を埋め立てる遮断

型がある。

再　生　土　P95

建設汚泥などの産業廃棄物を中間処理したも

ので、埋立て等に利用するもの。

※「再生土等の埋立て等に係る行政指導指針」で

は、再生土等と定義しているが同様の意味であ

る。

里　　海　P35、47

昔から豊かな海の恵みを利用しながら生活し

てきている、里山と同様に人のくらしと強いつ
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し尿及び生活雑排水（台所、風呂、洗濯の排水

等）を微生物の働き等により処理し、放流する設

備又は施設を言う。

し尿のみを処理する装置を単独処理浄化槽、

し尿及び生活雑排水を一緒に処理する装置を合

併処理浄化槽と言う。

浄化槽法の改正により、平成 13 年 4 月以降は

原則として単独処理浄化槽の設置が禁止され、

単独処理浄化槽の使用者は、合併処理浄化槽へ

の転換等に努めることとされている。

振動レベル　P140

振動の加速度レベルに人体の振動感覚により

補正を加えたもので、単位としては、デシベルが

用いられる。通常振動感覚補正回路をもつ公害

用振動計により測定した値で、計量法の改正に

より ｢ 振動加速度レベル」と定義されたが、簡単

に「振動レベル」と呼んでいる。

水　準　点　P176

標高を測るための標石で地盤変動状況などを

調べるための基準として用いられる。

日本では、全国の国道や主要な道路沿いに 2km

おきに設置されている。

スクリーニング　P228

環境影響評価手続において、事業の特性や事業

の実施される地域の特性を踏まえ、その事業につ

いて環境影響評価を実施する必要があるか否かに

ついて個別の事業ごとに判断する仕組み。

環境影響評価法において、事業者からの届出に対

してその事業の許認可等を担当する行政機関が判定

を行う手続として、この仕組みが導入されている。

スコーピング　P228

環境影響評価手続において、事業者が、調査・

予測・評価の項目や方法について地方公共団体

や住民等に情報を提供し意見を聴いた上で、そ

の設定について個別に判断する仕組み。

「環境影響評価法」及び「千葉県環境影響評価条

例」において、環境影響評価方法書に係る手続と

して、この仕組みが導入されている。

３Ｒ(スリーアール)　P72

資源循環型社会をつくるための 3 つの取組 

騒音のエネルギーを評価する指標であり、単位

はデシベルである。

国際的に航空機騒音評価指標の主流となって

きており、平成 25 年 4 月から航空機騒音に係る

環境基準の評価指標として用いられている。

指定廃棄物　P201

一定濃度（1キログラム当たり8,000ベクレル）

を超える放射性物質を含み、環境大臣が指定し

た廃棄物

自動車リサイクル法　P30

「使用済自動車の再資源化等に関する法律」の略

称。自動車製造業者等を中心とした関係者に適切

な役割分担を義務付けることにより、使用済自動車

のリサイクル・適正処理を図るための法律。

地盤沈下観測井　P178

地盤沈下が地下のどの地層で生じているかを

調べるための施設で、二重管構造の井戸を設置

し、内管の抜け上がり量によって地層の収縮量

と地下水位を測定する。

指標生物　P169

一定の環境条件を必要とする生物で、その生

物の存在・生息数を調査することにより、環境

の質を推定することができるものを言う。

集団施設地区　P40

自然公園において、各種の公園施設を有機的

かつ総合的に一定地区に整備し、公園の適正な

利用を増進するために公園計画に基づいて指定

される地区。

重量濃度規制方式　P122

大気は、温度や圧力で容積が変化するため温

度が 0℃で圧力が 1 気圧の状態に換算した乾き

排ガス（水分を含まないガス）1 ㎥の中に含まれ

る重量により規制する方式。ばいじんは g/ ㎥ N、

有害物質（窒素酸化物を除く）は mg/ ㎥ N で表す。

循環型社会　P72

廃棄物を限りなく少なくし、焼却や埋立処分

による環境への悪い影響を極力減らして、限り

ある地球の資源を有効に繰り返し利用する社会

のこと。

浄　化　槽　P155
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騒音レベル　P137

計量法第 71条の条件に合格した騒音計で測定

して得られる騒音の大きさを表すものである。

騒音計の周波数補正回路Ａ特性で測定した値

をデシベルで表す。なお、計量法の改正により騒

音の規制基準等はすべて ｢音圧レベル」と定義さ

れたが、騒音行政上従来どおり ｢ 騒音レベル（又

はＡ特性音圧レベル）」と呼んでいる。

総量規制　P122

濃度規制のみでは環境基準を達成できない地

域において、その地域にある工場等の排出源に

排出量等を割り当て、工場等を単位として規制

すること。現在、「大気汚染防止法」（硫黄酸化物

と窒素酸化物）と「水質汚濁防止法」（ＣＯＤ、窒

素及びりん）に基づく総量規制がある。→「汚濁

負荷量」

［た行］

炭化水素（ＨＣ）　P111

炭素と水素とからできているものを炭化水素

と言い、メタン、エタン、プロパン、アセチレン、

ベンゼン、トルエン等があり、有機溶剤や塗料、

プラスチック製品等の原料として使用されてい

る。主として塗料・印刷工場、化学工場やガソリ

ンスタンド等の貯蔵タンクからも発生するほか、

自動車等の排出ガスにも含まれている。窒素酸

化物とともに光化学オキシダントの原因物質の

一つである。

地域森林計画　P48

民有林を対象に、立木竹の伐採、造林、林道開

設、保安施設等について地域の実情に沿った森

林資源管理目標や森林整備及び保全の目標を 5

年ごとに 10 年を 1 期として都道府県知事が作成

する計画。

窒素酸化物（ＮＯｘ）　P111

石油、ガス等燃料の燃焼に伴って発生し、その

発生源は工場、自動車、家庭の厨房施設等、多種

多様である。燃焼の過程では一酸化窒素（ＮＯ）

として排出されるが、これが徐々に大気中の酸

素と結び付いて二酸化窒素となる。

窒素酸化物は人の呼吸器に影響を与えるだけで

（「リデュース」、「リユース」、「リサイクル」）の

英語の頭文字「Ｒ」をとったもの。

≪関連用語：２Ｒ（ツー・アール）≫

Reduce（リデュース）、Reuse（リユース）の 2

つの取組の英語の頭文字「Ｒ」。

・Reduce（リデュース）：廃棄物自体の発生を

少なくなるようにすること。

・Reuse（リユース）：使用済みになっても、そ

の中でもう一度使えるものは廃棄しないで

再使用すること。

・Recycle( リサイクル )：廃棄物を資源とし

て再利用すること。

「循環型社会形成推進基本法（平成 12 年法律第

110 号）」において、Recycle（リサイクル）より優

先順位が高くなっている。

生　態　系　P35、64

あるまとまった地域に生活する生物全体とその

地域を構成する環境が一体となったシステムを指

す。池、森、山、海域などが、それぞれひとつの生態

系として扱われる。生態系の中では生物同士、また

生物と環境が互いに影響し合いつつ継続的な安定

した関係を保っている。開発などによる自然の改変

は、その地域の生態系のバランスを崩し、そこに住

んでいた、いくつかの生物を滅ぼしたりして、生態

系の内容を変えてしまうおそれがある。

生物化学的酸素要求量（ＢＯＤ）　P155

Biochemical Oxygen Demand の略。ＣＯＤとと

もに有機物による水質汚濁の程度を示すもので、

有機物などが微生物によって酸化、分解される

時に消費する酸素の量を濃度で表した値をいう。

数値が大きくなる程汚濁が著しい。

生物多様性　P35、40、47、56

生物は地球上のあらゆる場所に見られ、その

色・形・大きさ、行動、生活史など、極めて変化

に富んでおり、こうしたすべての生物の変異を

「生物多様性」と言う。生物の変異は、遺伝子、種、

生態系と言う、それぞれのレベルで捉えること

ができる。生物多様性は、その場所の環境や生物

間のつながりのもとで、生物進化の長い歴史の

結果としてつくられてきたものである。
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対して、天然更新（周辺の樹木から自然に落ちて

きた種子が発芽し育つこと）により成立した森

林を、その後の保育管理において人為が加わっ

たかどうかを問わず「天然林」と呼ぶ。

さらに、更新に当たって補助作業（自然に落ち

てきた種子が発芽しやすいようにする地掻きな

どの作業）や保育作業（間伐など）が加わった森

林を「天然生林」と呼ぶが、人工林と天然林を対

比して言う場合は、天然生林は天然林に含まれ

る。

特定外来生物　P64

「特定外来生物による生態系等に係る被害の防

止に関する法律」に基づき、生態系、人の身体・

生命、農林水産業等に被害を及ぼし、又はおそれ

があるものとして政令で指定され、輸入、販売、

飼育、栽培、運搬等が禁止されている生物。

特定フロン　P30

フロン類であるＣＦＣ（クロロフルオロカー

ボン）のうち、モントリオール議定書付属書Ａグ

ループⅠに定めるＣＦＣ -11、ＣＦＣ -12、ＣＦ

Ｃ -113、ＣＦＣ -114、ＣＦＣ -115 の 5 物質を指

す。

特別管理産業廃棄物　P90

産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その

他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずる

おそれがある性状を有するものとして法で定め

たものを言う。

なお、同様の性状を有する一般廃棄物として、

特別管理一般廃棄物がある。

特別緑地保全地区　P56

都市内に残された緑地を県知事又は市町村長

が計画決定することにより、一定規模以上の建

築行為、木竹の伐採などの行為について許可制

とし、現状凍結的な厳しい規制を行い保全する

地区。この代償措置として損失補償、土地の買取

り及び固定資産税の減免措置等がとられている。

［な行］

二酸化硫黄（ＳＯ２）　P111

石油などの硫黄分を含んだ燃料が燃焼して生

じる汚染物質である。一般的に燃焼過程で発生

なく、光化学スモッグの原因物質の一つである。

中間処理施設　P75

廃棄物の無害化や減量化・再資源化あるいは

安定化を図るため、焼却、脱水、破砕、溶融等を

行う施設を言う。

沖　積　層　P175

1 万年くらい前から現在に至るまでの間に堆

積してできた地層で、河川の流域や海岸沿いの

低地に分布している。やわらかい粘土・シルト・

砂などで構成されている。

低公害車　P127

従来のガソリン車やディーゼル車に比べて、

窒素酸化物や粒子状物質等の大気汚染物質の排

出が少ない、又は全く排出しない自動車。

電気自動車、燃料電池自動車、天然ガス自動

車、ハイブリッド自動車、プラグインハイブリッ

ド自動車などが含まれる。

低周波音　P148

周波数が 1Hz ～ 100Hz の音を低周波音と呼び、

その中でも、人間の耳では聞こえにくい音（20Hz

以下の音）を「超低周波音」と呼んでいる。

低周波音の影響としては、不快感や圧迫感な

どの心身的影響と窓や戸の揺れ・がたつきなど

の物的影響がある。

電気自動車　P127

バッテリー（蓄電池）に蓄えた電気でモーター

を回転させて走る自動車で、自動車からの排出ガ

スは一切なく、走行騒音も大幅に減少する。

天然ガスかん水　P175

天然ガスとヨウ素が溶存している塩分を含む

地下水で、太古の海水が地下深くに閉じ込めら

れたものである。本県一帯の上総層群（300 万～

40 万年くらい前に海底で堆積した地層）中に存

在している。

天然ガス自動車　P127

硫黄等の不純物を含まない天然ガスを燃料と

する自動車で、粒子状物質を排出せず、窒素酸化

物の排出量も少ない。

天然生林　P27

植栽あるいは播種により成立した「人工林」に
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肺・腸管・皮膚を通じて汚染物質と接触し吸

収すること。

パリ協定　P19

フランスのパリで開催されたＣＯＰ２１( 第

21 回 気候変動枠組条約締約国会議 )において、

2015 年 12 月に採択された協定のことで、2020 年

以降の温室効果ガス排出削減の枠組みを定めた

もの。地球の平均気温の上昇を産業革命前と比べ

て 2℃より十分低く保つとともに、1.5℃に抑え

る努力を追求することを目標としている。

ビオトープ　P56、61

生物を意味する Bio と場所を意味する Tope と

を合成した言葉で、野生生物が生息できる空間

を意味する。

微小粒子状物質（ＰＭ２．５）　P111

浮遊粒子状物質（ＳＰＭ）のうち、粒径２．５マ

イクロメートル以下の小さなもの。一般にＰＭ

２．５と呼ばれる。微小粒子状物質は、粒径が小

さいことから、肺の奥深くまで入りやすく、様々

な健康影響の可能性が懸念されているため、国

は、21 年 9 月 9 日に「微小粒子状物質による大

気の汚染に係る環境基準」を設定した。環境基準

は、「1 年平均値が 15 μ g/ ㎥以下であり ､ かつ

､1 日平均値が 35 μ g/ ㎥以下であること」とさ

れ、達成期間は、「早期達成に努めるものとする」

とされている。

ヒートアイランド現象　P27、56

都市域において、人工物の増加、地表面のコン

クリートやアスファルトによる被覆の増加、そ

れに伴う自然的な土地の被覆の減少、さらに冷

暖房などの人工排熱の増加により、地表面の熱

収支バランスが変化し、都心域の気温が郊外に

比べて高くなる現象。この現象は、都市及びその

周辺の地上気温分布において、等温線が都心部

を中心として島状に市街地を取り巻いている状

態により把握することができるため、ヒートア

イランド（熱の島）と言われる。

富栄養化　P156

閉鎖性水域において、河川などから窒素、りん

などの栄養塩類が運び込まれて豊富に存在するよ

するのは大部分が二酸化硫黄（ＳＯ２：亜硫酸ガ

ス）であり、無水硫酸（ＳＯ３）が若干混じる。環

境基準は、二酸化硫黄（ＳＯ２）について定めら

れている。

硫黄酸化物は、人の呼吸器に影響を与えたり、

植物を枯らしたりする。

二次汚濁　P48、155

閉鎖性水域において、河川等の公共用水域か

ら流入する汚濁（一次汚濁）のほか、窒素やりん

などが栄養源となり、光合成によりプランクト

ンが増殖し、新たに二次的な汚れを発生させる

ことを言う。

燃料電池自動車　P127

燃料電池によって発生した電気によりモー

ターを動かして走行する自動車。

燃料電池は、水素と空気中の酸素を化学反応

させ電気を作る装置で、原理的に排出されるの

は水だけで、温室効果ガスや大気汚染物質が排

出されないため、「究極のエコカー」とも言われ

ている。

［は行］

パークアンドライド　P128

自家用自動車と公共交通とが相互連携する交

通システムのこと。マイカー通勤者を対象とし、

郊外の駐車場でバスに乗り換え、都心へ通勤す

るものが代表的である。これにより、都心への自

動車流入の抑制、公共交通利用者の増加を図る

ことができ、都市部の活性化に資するものと期

待されている。

バイオマスタウン　P104

バイオマスの発生から利用までが効率的なプ

ロセスで結ばれた総合的利活用システムが構築

され、安定的かつ適正なバイオマス利活用が行

われているか、あるいは今後行われることが見

込まれる地域をいう。市町村が「バイオマスタウ

ン構想」を作成し、国に提出していたが、21 年の

「バイオマス活用推進基本法」制定以後は、市町

村は「バイオマス活用推進計画」を策定するよう

努めることとなった。

曝　　　　露　P192
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カーボン）があり、フロン回収破壊法では、ＣＦ

Ｃ、ＨＣＦＣ、ＨＦＣを合わせてフロン類と定義

している。

閉鎖性水域　P48、155

地形により水の出入りが悪い内湾、内海、湖沼

等の水域を言う。

ベンゼン　P112

芳香族炭化水素のひとつでベンゾールともいう。

水に溶けにくく、有機溶剤に溶けやすい。常温

常圧では無色の液体で特有の芳香があり、揮発

性、引火性が高い。合成ゴムや染料等の原料、ガ

ソリンのアンチノック剤、溶媒等として広範に

使用されている。人体に対する影響は、急性毒性

として麻酔作用が、慢性毒性として骨髄造血機

能の障害がある。さらに、骨髄性白血病を起こ

し、発がん性があるとされる。我が国では、「労

働安全衛生法施行令」により特定化学物質等と

して規制されている。

保　安　林　P27

水源のかん養や災害の防備のため農林水産大

臣又は都道府県知事によって指定される森林。

伐採や土地の形質の変更等が制限される。

ポリ塩化ビフェニル　P96

ＰＣＢ（polychlorinated biphenyls）。水に溶

けない、化学的に安定、絶縁性に優れる、沸点が

高い等の性質を持つ工業的に合成された物質。

主に電気製品のコンデンサー、変圧器、熱媒

油・潤滑油、感圧複写紙に利用されていた。

健康及び環境への有害性が確認され、昭和 47

年に製造が禁止されたが、分解されにくいため、

広範に環境中に残留していることが確認されて

いる。

［ま行］

メタンガス　P106

可燃性ガス、化学式ＣＨ４。温室効果ガスで

もある。

面的評価　P139

「騒音規制法」に基づく自動車騒音の常時監視に

おいて、自動車騒音の状況を把握する方法。自動

車騒音が支配的な地域を「道路に面する地域」と

うになり、生物生産が盛んになることを言う。

微生物が急激に増殖する一方、それを餌とす

る魚類等の生物の増殖が追いつかないため、ア

オコ、赤潮等の問題が発生する。

不等沈下　P175

構造物の沈下が一様でなく、場所によって沈

下量に差が生じることを言う。建物や護岸など

の構造物に障害を与えるため、特に注意が必要

とされている。

浮遊粒子状物質（ＳＰＭ）　P111

Suspended Particulate Matters の略。大気中

に気体のように長期間浮遊しているばいじん、

粉じん等の微粒子のうち粒径が 10 マイクロメー

トル（1cm の 1000 分の 1）以下のもので、大気中

に長時間滞留し、肺や気管などに沈着して呼吸

器に影響を及ぼす危険がある。

プラグインハイブリッド自動車　P127

エンジンにモーター等の動力源を組み合わせた

ハイブリッド自動車に、家庭用電源などから直接

バッテリーに充電できる機能を備えた自動車。

フロン回収破壊法　P30

「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実

施の確保等に関する法律」の略称。特定製品に使

用されているフロン類の回収及び破壊を実施す

るための措置等を定めた法律。平成 25 年 6 月に

改正され、名称が「フロン排出抑制法」と改めら

れた。

フロン排出抑制法　P30

これまでのフロン類の回収・破壊に加え、フロ

ン類の製造から廃棄までのライフサイクル全体

にわたる包括的な対策が取られるよう、フロン回

収破壊法が改正され、名称も改められた。

フロン類　P30

フロンとは、炭素、フッ素等からなる化合物で

あり、フロンという総称は日本のみで使われ、正

式にはフルオロカーボンと言う。ＣＦＣ（クロロ

フルオロカーボン）、ＨＣＦＣ（ハイドロクロロ

フルオロカーボン）などの種類があり、またこれ

らの代替物質として、オゾン層を破壊しないも

のの温室効果の高いＨＦＣ（ハイドロフルオロ
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保全と賢明な利用のための国際協力を推進する

ことを目的としている。1975( 昭和 50) 年に条

約が発効し、我が国は 1980( 昭和 55) 年に 24 番

目の締約国となった。2013( 平成 25) 年 12 月現

在、締約国 168 か国、登録湿地 2,169 か所（総面

積 20,664 万 ha）で、我が国の登録湿地は 46 か

所（137,968ha）である。

リスクコミュニケーション　P194

人の活動によって加えられる環境への負荷が、

環境中の経路を通じ、環境保全上の支障を生じさ

せるおそれを「環境リスク」と言う。この環境リ

スクを評価するための手法は「リスクアセスメン

ト」と呼ばれており、この結果に基づく対策とし

て、許容できないリスクは無くすか、最小限にす

ることが図られる。このリスク等について、事業

者・住民・行政が情報の共有化を図る取組が「リ

スクコミュニケーション」と言われており、「環境

対話集会」などの形式がある。

硫酸ピッチ　P99

Ａ重油や灯油等の炭化水素油と硫酸との混合

物で、強い酸性を有する黒褐色のタール状の物

質。酸性が強いことから、ドラム缶などの容器を

腐食させ周囲に流出し、土壌等周辺環境を汚染

するとともに、雨水など空気中の水分と触れる

ことにより、亜硫酸ガスを発生させ、人体へ悪影

響を及ぼすおそれがある。

緑化協定　P56

千葉県では、「自然環境保全条例」第 26 条の規

定により、一定規模以上の工場用地、住宅用地等

の土地所有者又は管理者を対象として、緑化の

実施及び維持管理についての協定を、企業・地

元市町村・県の三者で締結している。

公害、災害等の防止のみならず、都市部に著し

く不足している緑地の保全・創造に寄与してい

る。

緑　地　率　P59

用地の面積に対する保存緑地及び樹木植栽に

よる造成緑地の占める割合。

緑地協定　P56

土地所有者等の合意によって、既存の樹木等

していることから、「道路に面する地域の環境基

準」の達成状況を評価する。

道路構造条件、沿道条件、沿道騒音レベルの実

測（または自動車の交通量及び速度の実測）など

をもとに、道路端から 50 ｍの範囲について建物

での騒音レベルを推計し、評価区間内の住居数

に対し、環境基準を達成している住居の数で環

境基準達成率を評価する。

モーダルシフト　P128

モード（様式、形態）をあるモードから他のモー

ドにシフト（移動、置き換え）すること。貨物輸

送の場合においては、トラックからより省力的、

省エネ、低公害の鉄道又は海運へ転換し、トラッ

クとの複合一貫輸送を推進することを言う。

［や行］

ヤード　P84

エンジン等の自動車部品の保管等をする施設

のうち、その外周を鋼板等で囲んだ施設。

要請限度　P139

市町村長は指定地域内で自動車騒音又は振動

の測定を行った結果、自動車騒音又は振動のレ

ベルが総理府令で定めた要請限度を超え、道路

周辺の生活環境が著しく損なわれると認められ

た場合、県公安委員会に対し道路交通法による

措置をとるべきことを要請し、騒音については

道路管理者、関係行政機関の長に対し防止に資

する事項に関し意見を述べ、振動については道

路管理者に防止のための措置をとるべきことを

要請できるとされている。

溶融スラグ　P74

ごみやその焼却灰を 1200℃以上の高温で溶か

し、冷却・固化してできるガラス状の物質。

路盤材やアスファルト合材の骨材として利用

することができる。

［ら行］

ラムサール条約（特に水鳥の生息地として国際的に

重要な湿地に関する条約）　P51、P66

国境を越えて移動する水鳥の生息地としての

観点を中心として国際的に重要な湿地の保全を

図るため、湿地の登録制度を設け、登録湿地の



―260―

緑地の保全や生垣の設置等緑化に関する協定を

締結し、住民の積極的な協力によって計画的な

緑化の推進を図る制度。

レッドリスト及びレッドデータブック　P35、64

絶滅のおそれのある野生動植物の種をリスト

アップしその現状をまとめた報告書。名称は、Ｉ

ＵＣＮ（国際自然保護連合）が初めて発行したも

のの表紙に赤い紙が使われていたことによる。

我が国における最初の作成は、動物については

1991( 平成 3) 年に環境庁から、植物については

1989( 平成元 ) 年に（財）日本自然保護協会・世

界自然保護基金日本委員会から、それぞれ作成

されている。
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